
土地の税額計算について 

宅地の区分別に、原則として、令和７年度の評価額（住宅用地にあっては本来の課税標準額）

に対する前年度課税標準額の割合に応じて、その年の課税標準額が決まる方法となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

一般住宅用地  

小規模住宅用地  
非住宅用地  

【負担調整措置】  

 

 

 

 

・〔Ａ〕が評価額の 60％

を上回るときは評価額

の 60％  

 

・〔Ａ〕が評価額の 20％

を下回るときは評価額

の 20％  

 

 

 

 

本来の課税標準額  

 

 

 

 

 

 

・〔Ｂ〕が本来の課

税 標 準 額 を 上 回 る

ときは、本来の課税

標準額  

 

 

・〔Ｂ〕が本来の課税

標準額の 20％を下回

る と き は 本 来 の 課 税

標準額の 20％  

 

価格＝  

地 価 公 示 価 格 等

の７割  

価格＝  

地価公示価格等の

７割  

住宅用地の課税  

標準の特例措置  

 

小 規 模 住 宅 用 地

＝価格×１／６  

（ 一 般 住 宅 用 地

は１／３）  

価格の７０（％）

まで引き下げ  

前年度課税標準額
に据え置き  

住宅用地（小規模住宅用地） 

前年度課税標準額
＋本年度評価額の
２．５％※＝〔Ａ〕 

前 年 度 課 税 標
準 額  ＋  本 来
の 課 税 標 準 額
の５％  

＝〔Ｂ〕  

令和６年度課税標準額  

負担水準＝                              ×100（％） 

令和７年度評価額（※住宅用地にあっては本来の課税標準額）  
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【負担調整措置】 



【小規模住宅用地と一般住宅用地】  敷地面積が３００㎡の一戸建住宅  

 

 

 

 

 

【負担調整措置】  

①  宅地の区分  ②  負担水準  ③課税標準額の算出（負担調整措置）  

小規模住宅用地  

・  

一般住宅用地  

１００％以上  本来の課税標準額に引き下げ  

１００％未満  

前年度課税標準額＋（本来の課税標準額の５％）＝〔Ｂ〕  

※〔Ｂ〕が本来の課税標準額を上回るときは、本来の課税標

準額  

※〔Ｂ〕が本来の課税標準額の２０％を下回るときは、本来

の課税標準額の２０％  

非住宅用地  

７０％を超えるもの  評価額の７０％まで引き下げ  

６０％以上７０％以下  前年度課税標準額に据え置き  

６０％未満  

前年度課税標準額＋（評価額の２ .５％） ※ １＝〔Ａ〕  

※〔Ａ〕が評価額の６０％を上回るときは、評価額の６０％  

※〔Ａ〕が評価額の２０％を下回るときは、評価額の２０％  

※１税制改正により、上昇割合については、令和４年度に限  

り、本来の５％ではなく２．５％となります。  

 

 

【 計算例 】  

 土地Ａは小規模住宅用地で、令和７年度の価格（評価額）を１，２００万円とします。この

とき、本来の課税標準額は、特例措置率１／６を乗じた２００万円になります。  

 令和６年度の課税標準額が１９５万円であったとすると、令和７年度の固定資産税は次のよ

うに求められます。（税率は町条例に基づき１．４％（標準税率）です。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200㎡が小規模住

宅用地  

100 ㎡が一般住宅

用地  

【土地Ａ】  ・令和６年度の課税標準額  １９５万円  

①  令和６年度課税標準額を、本来の課税標準額と比較します。  

  １９５万円  ÷ ２００万円  × １００  ＝  ９７．５（％）（負担水準）  

②①の負担水準の割合が１００％未満となるので、令和７年度課税標準額を計算

すると以下のとおりになります。  

１９５万円  ＋  ２００万円  × ５％  ＝ ２０５万円  

２０５万円  ＞  本来の課税標準額（２００万円）のため、２００万円  

③令和７年度の固定資産税  ＝  ２００万円× １．４（％）＝  ２８，０００円  


